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議 事 日 程（第１号） 

平成２８年 ２月 ８日 午後２時３５分開議  

 群馬東部水道企業団議会臨時議長 河内 初光  

 

第 1  議長の選挙  

 

議 事 日 程（第１号の２） 

  平成２８年 ２月 ８日 午後２時４０分開議  

群馬東部水道企業団議会議長 大川 陽一   

 

第 1 副議長の選挙  

第 2 議席の指定  

第 3 会期の決定  

第 4 会議録署名議員の指名  

第 5 議会議案第 1 号 群馬東部水道企業団議会定例会規則の制定について 

議会議案第 2 号 群馬東部水道企業団議会会議規則の制定について 

第 6 議案第 1 号 群馬東部水道企業団公告式条例についての専決処分につい 

          て 

   議案第 2 号 群馬東部水道企業団議会定例会条例についての専決処分に 

ついて 

   議案第 3 号 平成２７年度群馬東部水道企業団一般会計暫定予算につい 

ての専決処分について 

第 7  議案第 4 号 群馬東部水道企業団水道事業の設置等に関する条例の制定 

について 

議案第 5 号 群馬東部水道企業団の休日を定める条例の制定について 

  議案第 6 号 群馬東部水道企業団監査委員条例の制定について 

  議案第 7 号 群馬東部水道企業団公平委員会設置条例の制定について 

  議案第 8 号 群馬東部水道企業団水道料金審議会条例の制定について 

議案第 9 号 群馬東部水道企業団職員定数条例の制定について 

  議案第10号 群馬東部水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関す 

る条例の制定について 

  議案第 11号 群馬東部水道企業団職員の分限に関する条例の制定につい 

て 



  議案第12号 群馬東部水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条 

例の制定について 

  議案第13号 群馬東部水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例の制定 

について 

  議案第14号 群馬東部水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関 

する条例の制定について 

  議案第15号 群馬東部水道企業団職員の育児休業等に関する条例の制定 

について 

  議案第16号 群馬東部水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償に 

関する条例の制定について 

  議案第17号 群馬東部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及 

び費用弁償に関する条例の制定について 

  議案第18号 群馬東部水道企業団証人等関係人の実費弁償に関する条例 

の制定について 

   議案第19号 群馬東部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条 

例の制定について 

   議案第20号 群馬東部水道企業団職員の旅費に関する条例の制定につい 

て 

  議案第21号 群馬東部水道企業団長期継続契約を締結することができる 

契約を定める条例の制定について 

  議案第 22 号 群馬東部水道企業団給水条例の制定について 

  議案第23号 群馬東部水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者の 

資格等を定める条例の制定について 

  議案第24号 群馬東部水道企業団の債権管理に関する条例の制定につい 

て 

議案第25号 群馬東部水道企業団下水道使用料徴収条例の制定について

第 8  議案第26号 平成２８年度群馬東部水道企業団水道事業会計予算につい 

て  別冊 

第 9  議案第 27 号  群馬東部水道企業団監査委員選任の同意について 

第 10  議案第 28 号  群馬東部水道企業団監査委員選任の同意について 

第 11 議案第 29 号  群馬東部水道企業団監査委員選任の同意について  

第 12  議案第 30 号  群馬東部水道企業団公平委員会委員選任の同意について 



第 13 議案第 31 号  群馬東部水道企業団公平委員会委員選任の同意について 

第 14  議案第 32 号  群馬東部水道企業団公平委員会委員選任の同意について 

第 15 議案第 33 号 群馬県市町村総合事務組合への加入について 

 

 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

◎臨時議長の紹介 

 

事務局長（天笠秀男）  只今から本会議を開くわけでございますが、本定例会

は、企業団が設立され、構成市町の議会における企業団議会議員の選挙後、初

めての議会でございますので議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７

条の規定により年長議員が臨時に議長の職務を行うことになっておりますので 

出席議員の中で、河内初光議員が年長でございますのでご紹介申し上げます。 

 

臨時議長（河内初光） 只今、ご紹介にあずかりました河内初光でございます。 

地方自治法第１０７条の規定により、臨時議長の職務を行います。どうぞよろ

しくご協力の程、お願い申し上げます 

 

◎開  会 

 

       午後２時３５分開会 

開会 

 

臨時議長（河内初光） 只今から平成２８年２月群馬東部水道企業団議会定例

会を開会いたします。 

 

◎あいさつ 

 

臨時議長（河内初光） 日程に先立ち、企業長から本定例会、招集のごあいさ

つのため、発言を求められておりますので、許可をいたします。 

 

 



企業長（清水聖義） 本日は、群馬東部水道企業団議会２月定例会にご出席を

賜りまして、誠にありがとうございました。平成２８年４月１日から、３市５

町の水道事業が統合し、「群馬東部水道企業団」に生まれ変わります。 

 今の水道事業の状況については、人口の減少問題、節水機器が普及している

ことから、料金収入が減少しているということであります。また、高度成長期

に建設をした浄水場や老朽管の更新に多額の費用がかかるということでありま

して、なにかしなければいけないということで、市長、町長で相談をしてきた

わけであります。結論として、水道事業の統合をして問題解決に臨みたいとい

うことになりました。また、各議会で合意もいただきまして、ありがとうござ

いました。安全、安心な水道水を未来にこれからも引き継いでいくためにも、

また、地域住民の皆様方へのサービスを向上させるという意味からも、今後と

も努力しなければならないと考えております。 

 現在、平成２８年４月１日からの群馬東部水道企業団による水道事業開始に

向けて、厚生労働省より創設事業認可をいただく事務を進めております。 

 結果として、私たち水道事業を行うものにとって、メリットが非常に大きい

ということで今後ともよろしくお願いしたいということでございます。 

 今日の定例会でございますが、群馬東部水道企業団で水道事業を運営してい

くために必要な条例、予算等の議案を提案させていただきます。 

 是非、ご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、定例会開催にあたって

のあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

◎開  議 

 

臨時議長（河内初光） これより本日の会議を開きます。 

なお、議事の進行につきましては、群馬東部水道企業団議会会議規則が制定

されておりませんので、今議会に議会議案第２号として提案されています企業

団議会会議規則（案）に準じて進行したいと思います。 

これに関して、ご異議ありませんか。    

（「異議なし」の声あり） 

 

◎日  程 

 

臨時議長（河内初光） 異議なしということでございます。 

よって、議事の進行につきましては、群馬東部水道企業団議会会議規則（案）

により進めてまいります。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布申し上げたとおりでございます。  



臨時議長（河内初光） その順序により会議を進めたいと思いますので、ご了

承のほどお願いいたします。 

 

◎仮議席の指定 

 

臨時議長（河内初光） この際、議事の進行上、仮議席の指定を行います。 

 

臨時議長（河内初光） 仮議席は、ただいまご着席の席と指定いたします 

 

◎議長の選挙 

 

臨時議長（河内初光） 日程第１ 議長の選挙の件を議題といたします。 

 

臨時議長（河内初光） これより議長の選挙を行います。 

 

臨時議長（河内初光） お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指

名推選の方法によりたいと思います。 

 

臨時議長（河内初光） これに関しまして、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

臨時議長（河内初光） ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 

 

臨時議長（河内初光） お諮りいたします。 

指名の方法につきましては、臨時議長において指名することにしたいと思い

ます。 

 

臨時議長（河内初光） これにご異議ございませんか。    

（「異議なし」の声あり） 

 

臨時議長（河内初光） ご異議なしと認めます。 

よって、臨時議長において指名することに決定いたしました。  

それでは、議長に、大川陽一議員を指名いたします。 

 



臨時議長（河内初光） お諮りいたします。 

ただいま、臨時議長において指名いたしました、大川陽一議員を議長の当選

人と定めることにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

 

臨時議長（河内初光） ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました、大川陽一議員が議長に当選されました。 

 

◎当選の告知 

 

臨時議長（河内初光） 只今、議長に当選されました大川陽一議員が議場にお

られますので、本席から企業団議会会議規則（案）第３１条第２項の規定によ

り告知をいたします。 

 

◎新議長就任のあいさつ 

 

臨時議長（河内初光） 只今、議長に当選されました大川陽一議員から、ご挨

拶があります。 

 

議長（大川陽一）議長就任に当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

只今、本会議におきまして、議員各位の暖かいご支援により、群馬東部水道

企業団議会の議長の重責を担うこととなり、職務の重大さを実感しておるとこ

ろでございます。 

本企業団は、本年４月に３市５町の水道事業を統合し、運営を開始いたしま

す。今後、本企業団が発展を図るためにも、公平公正な議会運営に努めてまい

ります。 

議員の皆様におかれましても、円滑な議会運営が図られますよう、ご支援と

ご指導を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが就任の挨

拶にさせていただきます。ありがとうございました。 

 

◎議長交代 

 

臨時議長（河内初光） 以上をもちまして、臨時議長の職務を終了させていた

だきます。 

 

 



臨時議長（河内初光） 大川議長、議長席へお願いいたします。 

（臨時議長、議長席から退席。大川議長着席） 

 

◎議長交代 

 

議長（大川陽一） それでは、只今から議長の職を務めさせて頂きます。 

 

◎休  憩 

       午後２時４０分 

休憩 

 

議長（大川陽一） 議事日程作成のため暫時休憩いたします。 

 

◎再  開 

           午後２時４１分 

再開 

 

議長（大川陽一） 休憩前に引き続き会議をひらきます。 

本日の議事日程は、ただいまお手元に配布申し上げたとおりであります。そ

の順序により会議を進めたいと思いますのでご了承願います。 

日程に入ります。 

 

◎副議長の選挙 

 

議長（大川陽一） 日程第１、これより副議長の選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２

項の規定により、指名推選によりたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。 

 

議長（大川陽一） お諮りいたします。 

指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） ご異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 副議長に、向井 誠議員を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま、議長において指名いたしました、向井誠議員を副議長の当選人と

定めることに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました、向井誠議員が副議長に当選されました。 

 

◎当選の告知 

 

議長（大川陽一） 只今副議長に当選されました、向井誠議員が議場におられ

ますので、本席から告知をいたします。 

 

◎副議長就任あいさつ 

 

議長（大川陽一） 只今、副議長に当選されました、向井誠議員からご挨拶が

あります。 

 

議長（大川陽一） 向井誠議員 

 

副議長（向井誠） 副議長の就任に当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

この度、議員の皆様のご推挙によりまして、副議長に選ばれまして、誠にあ

りがとうございます。本議会が公正、そして、円滑に運営されますよう、誠心

誠意をもちまして、議長を支えてまいる所存でございますので、どうかよろし

くお願いいたします。誠に簡単ではございますが、副議長、就任の挨拶とさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします 

 

◎議席の指定 

 

議長（大川陽一） 次に、日程第２、議席の指定を行います。 

議席は、議長において指定いたします。 



 

議長（大川陽一） 議員の氏名と議席の番号を天笠事務局長に朗読させます。 

 

議長（大川陽一） 天笠局長 

 

議会事務局長（天笠秀男） それでは、朗読をさせていただきます。 

１番 大川陽一議員、２番  久保田俊議員、３番 山田隆史議員、 

４番 向井誠議員、５番 青木一夫議員、６番 伊藤正雄議員、 

７番 荻野忠議員、８番 青木秀夫議員、９番 今成隆議員、 

１０番 福田正司議員、１１番 河内初光議員、１２番  田部井健二議員、 

以上でございます 

 

議長（大川陽一） 只今、朗読したとおり、議席を指定いたします。 

 

議会事務局長（天笠秀男） 大変恐れ入りますが、お手元の席札の議席番号に

掛けてあります白紙をお取り願います。 

 

◎会期の決定 

 

議長（大川陽一） 次に、日程第３、会期の決定を議題といたします。 

今定例会の会期は、本日一日といたしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（大川陽一） ご異議なしと認めます。 

よって会期は本日一日と決定いたしました。 

 

◎会議録署名議員の指名 

 

議長（大川陽一） 次に、日程第４、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、議長において２番 久保田俊議員、５番 青木一夫議員

を指名いたします。 

 

◎議案上程 

 

議長（大川陽一） 次に、日程第５、議会議案第１号及び第２号の２議案を一 

括議題といたします 



◎提案理由の説明 

 

議長（大川陽一） 朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求め

ます。 

（河内議員挙手） 

 

議長（大川陽一） 河内初光議員 

 

議員（河内初光） 提案理由の説明を行います。 

議案書、議会議案の１ページをお開き願います。 

 議会議案第１号及び議会議案第２号について、地方自治法第１１２条第１項

の規定により提出いたします。賛成者は、久保田俊議員、山田隆史議員、青木 

一夫議員、伊藤正雄議員、荻野忠議員、青木秀夫議員、今成隆議員、福田正司

議員、田部井健二議員でございます。 

提案の理由を申し上げます。 

議会議案第１号群馬東部水道企業団議会定例会規則についてでございますが、

この規則は、企業団議会定例会条例の規定に基づき、定例会の開催月を定める

ものであります。 

次に、２ページをお開き願います。 

議会議案第２号群馬東部水道企業団議会会議規則についてでございますが、

この規則は、地方自治法第１２０条の規定に基づき、企業団議会会議規則を定

めるものであります。 

 以上、議会議案第１号及び議会議案第２号の提案理由につきましての説明で

ございます。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 
 

◎質  疑 

 

議長（大川陽一） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

◎討  論 

 



議長（大川陽一） 議事の都合により、議会議案第１号及び議会議案第２号の

２議案について、討論は一括とし、採決は議案ごとといたします。 

 

議長（大川陽一） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

 

◎表  決 

 

議長（大川陽一） これより採決いたします 

 

議長（大川陽一） 最初に、議会議案第１号を原案のとおり可決することに賛

成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議会議案第２号を原案のとおり可決することに賛成

の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案上程 

 

議長（大川陽一） 次に、日程第６、議案第１号から第３号までの３議案を一

括議題といたします。 

 

◎提案理由の説明 

 

議長（大川陽一） 朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求め

ます。 

（渡辺局長挙手） 



議長（大川陽一） 渡辺局長 

 

局長（渡辺 恭宏） 議案第１号、議案第２号及び議案第３号をご説明させて

いただきます。 議案書の１ページをお開き願います。 

議案第１号 群馬東部水道企業団公告式条例の制定についての専決処分につ

いてでございます。この条例は、地方自治法第１６条第４項の規定に基づき、

公告式に関し必要な事項を定めたものでございます。  

次に、議案書の４ページをお開き願います 

議案第２号 群馬東部水道企業団議会定例会条例の制定についての専決処分

についてでございますが、この条例は、地方自治法第１０２条第２項の規定に

基づき議会定例会の回数を定めたものでございます。 

次に、議案書の６ページをお開き願います。 

議案第３号 平成２７年度群馬東部水道企業団一般会計暫定予算についてで

ございますが、地方自治法第２１８条の規定に基づき、企業団設立後、事業開

始までの準備に必要な予算を編成したものでございます。 

以上の３件につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、

１０月１日付で専決処分したものでございます。 

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。  

 

◎質  疑 

 

議長（大川陽一） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

◎討  論 

 

議長（大川陽一） 議事の都合により、議案第１号から第３号までの３議案に

ついての討論は一括とし、採決は議案ごとといたします。 

 

議長（大川陽一） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 



 

議長（大川陽一） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

 

◎表  決 

 

議長（大川陽一） これより採決いたします。 

 

議長（大川陽一） 最初に、議案第１号を原案のとおり承認することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり承認されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第２号を原案のとおり承認することに賛成の方

は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり承認されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第３号を原案のとおり承認することに賛成の方

は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり承認されました。 

 

◎議案上程 

 

議長（大川陽一） 次に、日程第７、議案第４号から第２５号までの２２議案

を、一括議題といたします。 

 

◎提案理由の説明 

 

議長（大川陽一） 朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求め

ます。 

 



（渡辺局長挙手） 

議長（大川陽一） 渡辺局長 

 

局長（渡辺恭宏） 次に、議案第４号から議案第２５号までの２２件を、一括

で提案の理由を申し上げます。  

 議案書の９ページをお開き願います。 

議案第４号 群馬東部水道企業団水道事業の設置等に関する条例の制定につ

いてでありますが、この条例は、水道事業経営を行うに当たり、給水区域、給

水人口及び１日最大給水量並びに地方公営企業法で制定義務のある事項を定め

るものでございます。  

 次に、議案書の１３ページをお開き願います 

議案第５号 群馬東部水道企業団の休日を定める条例の制定についてであり

ますが、この条例は、地方自治法第４条の２の規定に基づき、企業団の休日を

定めるものでございます。  

 次に、議案書の１５ページをお開き願います 

議案第６号 群馬東部水道企業団監査委員条例の制定についてでありますが、

この条例は、地方自治法第２０２条の規定に基づき、監査委員による監査につ

いて定めるものでございます。  

 次に議案書の１７ページをお開き願います。 

議案第７号 群馬東部水道企業団公平委員会設置条例の制定についてであり

ますが、この条例は、地方公務員法第７条第３項の規定に基づき、公平委員会

の設置について定めるものでございます。 

 次に、議案書の１８ページをお開き願います 

議案第８号 群馬東部水道企業団水道料金審議会条例の制定についてであり

ますが、この条例は、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき、審議

会の設置及び運営に関して定めるものでございます。 

次に、議案書の２０ページをお開き願います 

議案第９号 群馬東部水道企業団職員定数条例の制定についてでありますが、

この条例は、地方自治法第１７２条第３項の規定に基づき、群馬東部水道企業

団職員の定数を定めるものでございます。 

次に、議案書の２１ページをお開き願います。 

議案第１０号 群馬東部水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例の制定についてでありますが、この条例は、地方公務員法第５８条の２の

規定に基づき、職員の処遇等を公表することについて定めるものでございます。 

 次に、議案書の２３ページをお開き願います。 

議案第１１号 群馬東部水道企業団職員の分限に関する条例の制定について



でありますが、この条例は、地方公務員法第２７条第２項、第２８条第３項及

び第４項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続等につ

いて定めるものでございます。  

 次に、議案書の２６ページをお開き願います 

議案第１２号 群馬東部水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

の制定についてでありますが、この条例は、地方公務員法第２９条第４項の規

定に基づき、職員の懲戒について定めるものでございます。  

 次に、議案書の２８ページをお開き願います 

議案第１３号 群馬東部水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例の制定に

ついてでありますが、この条例は、地方公務員法第３１条の規定に基づき、職

員の服務の宣誓について定めるものでございます。  

 次に、議案書の３０ページをお開き願います 

議案第１４号 群馬東部水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関す

る条例の制定についてでありますが、この条例は、地方公務員法第３５条の規

定に基づき、職員の職務に専念する義務を免除する場合について定めるもので

ございます。  

 次に、議案書の３１ページをお開き願います 

議案第１５号 群馬東部水道企業団職員の育児休業等に関する条例の制定に

ついてでありますが、この条例は、地方公務員の育児休業に関する法律で制定

義務のある事項について定めるものでございます。 

 次に、議案書の３５ページをお開き願います。 

議案第１６号 群馬東部水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関

する条例の制定についてでありますが、この条例は、地方自治法第２０３条第

４項の規定に基づき、議会議員の報酬、費用弁償及び支給方法について定める

ものでございます。  

 次に、議案書の３７ページをお開き願います 

議案第１７号 群馬東部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の制定についてでありますが、この条例は、地方自治法

第２０３条の２第４項の規定に基づき、企業長、副企業長、監査委員及び公平

委員の報酬、費用弁償及び支給方法について定めるものでございます。 

 次に、議案書の３９ページをお開き願います 

議案第１８号 群馬東部水道企業団証人等関係人の実費弁償に関する条例の

制定についてでありますが、この条例は、地方自治法第２０７条の規定に基づ

き、企業団の要請により出頭した証人等関係人の実費弁償について定めるもの

でございます。 

次に、議案書の４１ページをお開き願います 



議案第１９号 群馬東部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

の制定についてでありますが、この条例は、地方公営企業法第３８条第４項の

規定に基づき、職員の給与の種類及び基準について定めるものでございます。  

 次に、議案書の４９ページをお開き願います 

議案第２０号 群馬東部水道企業団職員の旅費に関する条例の制定について

でありますが、この条例は、地方自治法第２０４条第３項の規定に基づき、公

務のために旅行する職員に対し支給する職員の旅費について定めるものでござ

います。  

次に、議案書の６１ページをお開き願います 

議案第２１号 群馬東部水道企業団長期継続契約を締結することができる契

約を定める条例の制定についてでありますが、この条例は、地方自治法施行令

第１６７条の１７の規定に基づき、長期継続契約をすることができる契約につ

いて定めるものでございます。  

 次に、議案書の６３ページをお開き願います 

議案第２２号 群馬東部水道企業団給水条例の制定についてでありますが、

この条例は、水道法そのほか法令で定めるもののほか、企業団水道事業の給水

についての料金、給水工事の費用負担その他の給水条件等について定めるもの

でございます。  

 次に、議案書の８２ページをお開き願います 

議案第２３号 群馬東部水道事業団布設工事監督者及び水道技術管理者の資

格等を定める条例の制定についてでありますが、この条例は、水道法第１２条、

第１９条第３項に基づき、水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資

格等を定めるものでございます。 

 次に、議案書の８６ページをお開き願います 

議案第２４号 群馬東部水道企業団の債権管理に関する条例の制定について

でありますが、この条例は、債権の管理に関する事務の処理について必要な事

項を定めるものでございます。 

次に、議案書の８８ページをお開き願います 

議案第２５号 群馬東部水道企業団下水道使用料徴収条例の制定についてで

ありますが、この条例は、企業団規約に規定する構成市町の公共下水道等を使

用する場合の使用料の徴収事務について、必要な事項を定めるものでございま

す。 

以上で、議案第４号から議案第２５号までの提案理由につきましての説明を

終わります。 

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。  

 



◎質  疑 

 

議長（大川陽一） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます 

 

◎討  論 

 

議長（大川陽一） 議事の都合により、議案第４号から第２５号までの２２議

案についての討論は一括とし、採決は議案ごとといたします。 

 

議長（大川陽一） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

 

◎表  決 

 

議長（大川陽一） これより採決を行います。 

 

議長（大川陽一） 最初に、議案第４号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第５号を原案のとおり可決することに賛成の方

は挙手願います。 

（挙手全員） 

 



議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第６号を原案のとおり可決することに賛成の方

は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第７号を原案のとおり可決することに賛成の方

は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第８号を原案のとおり可決することに賛成の方

は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第９号を原案のとおり可決することに賛成の方

は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第１０号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第１１号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 



議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第１２号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一）挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

 

議長（大川陽一）次に、議案第１３号を原案のとおり可決することに賛成の方

は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第１４号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第１５号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第１６号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第１７号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 



（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第１８号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第１９号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第２０号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第２１号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第２２号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第２３号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 



（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第２４号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

議長（大川陽一） 次に、議案第２５号を原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案上程 

 

議長（大川陽一）大川議長 次に、日程第８、議案第２６号を議題といたしま

す。 

 

◎提案理由の説明 

 

議長（大川陽一） 朗読を省略し、ただちに提出者に提案理由の説明を求めま

す。 

 

（渡辺局長挙手） 

議長（大川陽一） 渡辺局長 

 

局長（渡辺恭宏） 議案第２６号 平成２８年度群馬東部水道企業団水道事業

会計予算ついて、ご説明いたします。 

 群馬東部水道企業団は、これまで３市５町が個別に経営しておりました水道

事業を統合することにより、水資源の広域的利用や重複投資を避けた施設の合

理的な利用を行い、水道事業運営の財政面や技術面での強化を目指しています。 

 平成２８年度予算の作成にあたりましては、広域化による業務の一層の効率

化を追求するとともに、老朽施設の更新事業については交付金を最大限に活用



するなど、広域化のスケールメリットを活かした内容となっております。 

 それでは、予算書に従いまして、順に説明させていただきます。 

 はじめに、別冊予算書の１ページをご覧ください。 

 第１条につきましては、総則でございます。 

 第２条につきましては、業務の予定量を定めるもので、今年度末の予定数で 

給水戸数１９万１，１００戸、年間総給水量５９３万５，０００ｍ3となってお

ります。 

 次に、第３条の収益的収入及び支出でございますが、水道料金等の水道事業

収益につきましては、総額で、９９億１，１４６万７千円を計上しております。

また、水道事業費用につきましては、総額で、９０億９，４３２万１千円を計

上するもので、平成２８年度の純利益といたしましましては、予算書に記載は

ありませんが、収支差益、差し引き８億１，７１４万６千円を見込むものでご

ざいます。 

 続きまして、第４条の資本的収入及び支出につきましては、国庫補助金、企

業債をはじめとする資本的収入は、２３億２３５万３千円を計上し、建設改良

費、企業債償還金等の資本的支出に、５８億１，６３８万９千円を計上するも

のでございます。なお、収入の不足額、３５億１，４０３万６千円につきまし

ては、当年度損益勘定留保資金等で充当するものでございます。 

 続きまして、予算書の２ページをご覧ください。 

第５条につきましては、企業債の限度額等を定めるもので、平成２８年度の

企業債につきましては、１２億円を限度額として発行するものでございます。 

第６条につきましては、一時借入金の限度額を、９億円に、第７条といたし

まして、各項間の経費の金額の流用を、第８条といたしまして、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費について、また、第９条といたしまし

て、たな卸資産購入限度額を、それぞれ定めるものでございます。 

また、３ページ以降に実施計画等を添付してございますので、後程ご覧いた

だきたいと思います。 

以上、予算に関する提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議

の上、ご賛同賜りますようお願い申しあげます。 

 

◎質  疑 

 

議長（大川陽一） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 



議長（大川陽一） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

◎討  論 

 

議長（大川陽一） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

 

◎表  決 

 

議長（大川陽一） これより採決を行います。 

本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案上程 

 

議長（大川陽一） 次に、日程第９、議案第２７号を議題といたします 

 

◎提案理由の説明 

 

議長（大川陽一） 朗読を省略し、ただちに企業長に提案理由の説明を求めま

す。 

（企業長挙手） 

 

議長（大川陽一） 清水企業長 

 

企業長（清水聖義） 議案第２７号 群馬東部水道企業団監査委員選任の同意

につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 議案書の９２ページです。 

本企業団の監査委員につきましては、企業団規約の規定に基づき、人格、識



見ともに優れ、経験豊かな高橋嘉一郎氏を選任致したいと存じます。 

地方自治法の規定により議会の皆様方の同意を得たくご提案申し上げる次第

でございます。 

以上、議案第２７号について説明を終わりますが、よろしくご審議の上、ご

賛同賜りますようお願い申し上げます。 

◎質 疑

議長（大川陽一） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（大川陽一） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

◎討 論

議長（大川陽一） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（大川陽一） 別に（他に）、討論もないようですから、以上で討論を打

ち切ります。 

◎表  決 

議長（大川陽一） これより採決いたします。 

本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり同意されました 



◎議案上程

議長（大川陽一） 次に、日程第１０、議案第２８号を議題といたします。 

◎除  斥 

議長（大川陽一） 地方自治法第１１７条の規定により、６番 伊藤正雄議員

の退席を求めます。 

（伊藤正雄議員 退席） 

◎提案理由の説明

議長（大川陽一） 朗読を省略し、ただちに企業長に提案理由の説明を求めま

す。 

（企業長挙手） 

議長（大川陽一） 清水企業長 

企業長（清水聖義）議案第２８号 群馬東部水道企業団監査委員選任の同意に

つきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

議案書の９３ページをお開き願います。 

本企業団の監査委員につきましては、企業団議員の中から人格、識見ともに

優れ、経験豊かな伊藤正雄議員を選任致したいと存じます。 

地方自治法の規定により議会の皆様の同意を得たくご提案申し上げる次第で

ございます。 

以上、議案第２８号についての説明を終わりますが、よろしくご審議の上、

ご賛同賜りますようお願い申し上げます 

◎質 疑

議長（大川陽一） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 



議長（大川陽一） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

◎討 論 

 

議長（大川陽一） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

 

◎表  決 

 

議長（大川陽一） これより採決いたします。 

本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり同意されました。 

 

◎除斥の解除 

 

議長（大川陽一） ６番 伊藤正雄議員の入場を求めます。 

（伊藤正雄議員 入場） 

 

◎議案上程 

 

議長（大川陽一） 次に、日程第１１、議案第２９号を議題といたします。 

 

 

◎除斥 

 

議長（大川陽一） 地方自治法第１１７条の規定により、１２番 田部井健二

議員の退席を求めます。 

（田部井健二議員 退席） 

 



◎提案理由の説明

議長（大川陽一） 朗読を省略し、ただちに企業長に提案理由の説明を求めま

す。

（企業長挙手） 

議長（大川陽一） 清水企業長 

企業長（清水聖義）議案第２９号 群馬東部水道企業団監査委員の選任の同意

につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

議案書の９４ページでございます。 

本企業団の監査委員につきましては、企業団規約の規定に基づき、企業団議

員の中から人格、識見ともに優れ、経験豊かな田部井健二議員を選任致したい

と存じます。 

地方自治法の規定により議会の皆様の同意を得たくご提案申し上げる次第で

ございます。  

以上、議案第２９号についての説明を終わりますが、よろしくご審議の上、

ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

◎質 疑

議長（大川陽一） これより質疑に入ります 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（大川陽一） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

◎討 論

議長（大川陽一） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 



議長（大川陽一） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

 

◎表  決 

 

議長（大川陽一） これより採決いたします。 

本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり同意されました。 

 

◎除斥の解除 

 

議長（大川陽一） １２番 田部井健二議員の入場を求めます。 

（田部井健二議員 入場） 

 

◎議案上程 

 

議長（大川陽一） 次に、日程第１２、議案第３０号を議題といたします。 

 

◎提案理由の説明 

 

議長（大川陽一） 朗読を省略し、ただちに企業長に提案理由の説明を求めま

す。 

（企業長挙手） 

 

議長（大川陽一） 清水企業長 

 

企業長（清水聖義）議案書の９５ページをお開き願います。 

 議案３０号 群馬東部水道企業団公平委員会委員選任の同意につきまして提

案理由の説明を申し上げます。 

本企業団の公平委員会委員につきましては、横山溥氏を選任いたしたいと存

じます。横山氏は、平成１５年１０月から太田市公平委員に就任しており、そ

の実績から委員としてふさわしい人格、識見を有しており、適任であると考え

ます。 

地方自治法の規定により、議会の皆様の同意を得たくご提案申し上げる次第



でございます。 

以上で、議案第３０号についての説明を終わりますが、よろしくご審議の

上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

◎質 疑

議長（大川陽一） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（大川陽一） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

◎討 論

議長（大川陽一） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（大川陽一） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

◎表  決 

議長（大川陽一） これより採決いたします。 

本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり同意されました。 

◎議案上程

議長（大川陽一） 次に、日程第１３、議案第３１号を議題といたします。 



◎提案理由の説明

議長（大川陽一） 朗読を省略し、ただちに企業長に提案理由の説明を求めま

す。 

（企業長挙手） 

議長（大川陽一） 清水企業長 

企業長（清水聖義） 議案３１号 群馬東部水道企業団公平委員会委員選任の

同意につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

本企業団の公平委員につきましては、菅野忠夫氏を選任したいと存じます。

菅野氏は、平成１７年４月から太田市公平委員に就任しており、その実績から

委員としてふさわしい人格、識見を有しており、適任であると考えます。 

地方自治法の規定により議会の皆様の同意を得たくご提案申し上げる次第で

ございます。

以上で、議案第３１号についての説明を終わりますが、よろしくご審議の

上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

◎質 疑

議長（大川陽一） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（大川陽一） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

◎討 論

議長（大川陽一） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 



議長（大川陽一） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

◎表  決 

議長（大川陽一） これより採決いたします。 

本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり同意されました。 

◎議案上程

議長（大川陽一） 次に、日程第１４、議案第３２号を議題といたします。 

◎提案理由の説明

議長（大川陽一） 朗読を省略し、ただちに企業長に提案理由の説明を求めま

す。 

（企業長挙手） 

議長（大川陽一） 清水企業長 

企業長（清水聖義） 議案３２号 群馬東部水道企業団公平委員会委員選任の

同意につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

本企業団の公平委員につきましては、金谷嘉一郎氏を選任したいと存じます。

金谷氏は、平成２５年４月から太田市公平委員に就任しており、その実績から

委員としてふさわしい人格、識見を有しており、適任であると考えます。 

地方自治法の規定により議会の皆様の同意を得たくご提案申し上げる次第で

ございます。 

  以上で、議案第３２号についての説明を終わりますが、よろしくご審議の

上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 



◎質 疑 

 

議長（大川陽一） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

◎討 論 

 

議長（大川陽一） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（大川陽一） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

 

◎表  決 

 

議長（大川陽一） これより採決を行います。 

本案を原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり同意されました。 

 

◎議案上程 

 

議長（大川陽一） 次に、日程第１５、議案第３３号を議題といたします。 

 

◎提案理由の説明 

 

議長（大川陽一） 朗読を省略し、ただちに提出者に提案理由の説明を求めま

す。 

（渡辺局長挙手） 

 

議長（大川陽一） 渡辺局長 



 

局長（渡辺恭宏） 議案第３３号について提案の理由を申し上げます。  

 議案書の９８ページをお開き願います。 

議第３３号 群馬県市町村総合事務組合への加入についてでございます。 

平成２８年２月８日に群馬県市町村総合事務組合に加入し、本企業団に係る

議会の議員その他非常勤の職員に係る公務上の災害補償に関する事務を同日か

ら群馬県市町村総合事務組合において共同処理をしようとするものでございま

す。  

 以上、議案第３３号の提案理由につきましての説明を終わりますが、よろし

くご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

 

◎質 疑 

 

議長（大川陽一） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

議長（大川陽一） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

◎討 論 

 

議長（大川陽一） これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（大川陽一） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す 

 

◎表  決 

 

議長（大川陽一） これより採決いたします。 

本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

議長（大川陽一） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 



 

◎閉  会 

 

議長（大川陽一） 以上をもちまして、今定例会の議事全てを終了致しました

ので、これをもって閉会と致します。大変ありがとうございました 

午後３時４０分閉会  
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